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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和1年7月4日(2019.7.4)

【公開番号】特開2018-179704(P2018-179704A)
【公開日】平成30年11月15日(2018.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2018-044
【出願番号】特願2017-78228(P2017-78228)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｃ  21/36     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｃ   21/36     　　　　
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月22日(2019.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　報知が必要な条件が発生したか否かを判断する報知判断部（９）と、
　運転者の視線を検出する視線検出部（３）と、
　運転者の脳活動を計測する脳活動検出部（２）と、
　運転者の視線検出結果と運転者の脳活動計測結果に基づいて、運転者の感情を検出する
感情検出部（９）と、
　運転者の検出した感情が不快であるときに、報知をしないように制御する報知制御部（
９）とを備え、
　前記感情検出部は、報知を行なった後、運転者の感情を検出し、運転者の検出した感情
が不快であって、その原因が不明確であるときに、運転者に感情が不快な原因を問い合せ
るように構成され、更に、
　前記感情検出部は、運転者に感情が不快な原因を問い合せた後、不快な原因が運転者の
意思であるという回答を受けたときには、問い合せ頻度が多い場合、問い合せ頻度を減ら
すように構成された車両用報知装置。
【請求項２】
　報知が必要な条件が発生したか否かを判断する報知判断部（９）と、
　運転者の視線を検出する視線検出部（３）と、
　運転者の脳活動を計測する脳活動検出部（２）と、
　運転者の視線検出結果と運転者の脳活動計測結果に基づいて、運転者の感情を検出する
感情検出部（９）と、
　運転者の検出した感情が不快であるときに、報知をしないように制御する報知制御部（
９）とを備え、
　前記感情検出部は、報知を行なった後、運転者の感情を検出し、運転者の検出した感情
が不快であって、その原因が不明確であるときに、運転者に感情が不快な原因を問い合せ
るように構成され、更に、
　前記感情検出部は、運転者に感情が不快な原因を問い合せた後、不快な原因が運転者の
運転ミスであるという回答を受けたときには、問い合せ頻度が多い場合、感度が上がるよ
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うに閾値を変更するように構成された車両用報知装置。
【請求項３】
　報知が必要な条件が発生したか否かを判断する報知判断部（９）と、
　運転者の視線を検出する視線検出部（３）と、
　運転者の脳活動を計測する脳活動検出部（２）と、
　運転者の視線検出結果と運転者の脳活動計測結果に基づいて、運転者の感情を検出する
感情検出部（９）と、
　運転者の検出した感情が不快であるときに、報知をしないように制御する報知制御部（
９）とを備え、
　前記感情検出部は、報知を行なった後、運転者の感情を検出し、運転者の検出した感情
が不快であって、その原因が不明確であるときに、運転者に感情が不快な原因を問い合せ
るように構成され、更に、
　前記感情検出部は、運転者に感情が不快な原因を問い合せた後、運転者の回答がなかっ
たときには、問い合せ頻度が多い場合、問い合せ頻度を減らすように構成された車両用報
知装置。
【請求項４】
　報知メッセージと、前記感情検出部により検出した運転者の感情に対応する絵文字とを
表示器に表示する報知部（７）を備えた請求項１から３のいずれか一項記載の車両用報知
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項１の発明は、報知が必要な条件が発生したか否かを判断する報知判断部９と、運
転者の視線を検出する視線検出部３と、運転者の脳活動を計測する脳活動検出部２と、運
転者の視線検出結果と運転者の脳活動計測結果に基づいて、運転者の感情を検出する感情
検出部９と、運転者の検出した感情が不快であるときに、報知をしないように制御する報
知制御部９とを備え、前記感情検出部９は、報知を行なった後、運転者の感情を検出し、
運転者の検出した感情が不快であって、その原因が不明確であるときに、運転者に感情が
不快な原因を問い合せるように構成され、更に、前記感情検出部９は、運転者に感情が不
快な原因を問い合せた後、不快な原因が運転者の意思であるという回答を受けたときには
、問い合せ頻度が多い場合、問い合せ頻度を減らすように構成された車両用報知装置であ
る。
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